
最高裁秘書第3644号

令和3年12月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 I

司法行政文書開示通知書

令和3年10月31日付け（同年11月1日受付，第030671号）で申出の

ありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたの

で通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で7枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 (3264) 5652 (直通）
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既済事件一覧表 集計期間 令和3年9月1日～ 令和3年9月30日

番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官 備考 上告受理 終局区分 憲法少数,事件番号 上告人 被上告人 終局日
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３
３
３

〈
わ
《
や
今
や
〈
や

鰐
呼
畔

’ ｜
|

I

第1小法廷|安浪亮介 ｜中嶌諏訪 □決定(棄却）83 R3･9･16 □

計瀬
濡
彌
燕
羅
一
獅
稲

回
回
回
回
回
互
□
｜

｜
口
一
口
｜
口
一
口
｜
ロ
ー
□
｜
□
’

口
一
口
一
□
｜
・
口
一
口
一
□

84第1小法廷|岡正晶一
85第1小法廷山口厚

86第1小法廷|深山卓也
87第1小法廷|山口厚
88第1小法廷|深山卓也
89第1小法廷|深山卓也

90第1小法廷|山口厚
91第1小法廷|深山卓也

92第1小法廷|山口厚

93第1小法廷|山口厚
94第1小法廷|安浪亮介
95第1小法廷|深山卓也

’ 9§第2小法廷三浦守
97第2小法廷草野耕一

’ 98第2小法廷草野耕一
99第2小法廷菅野博之

100第2小法廷草野;耕一

101第2小法廷三浦守

| 102第2小法廷菅野博之
1031第2小法廷三浦守

第1小法廷

第1小法廷

厩》

一刈Ｍ

第第

第1小法廷 深山卓也91

潅
細
一
読
誌
綱
一
筆
畷

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3･9．16

R3．9．16

R3･9．16

R3．9．16

R3．9･16

R3．9･16

’
1

R3･9．16 1決定(棄却）

｜熊谷大輔 決定(棄却）R3．9．16 □ □

旦
且
旦
号
一
判
互
器
司
回

ロ
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
□
口
一
口
｜
□
｜
口
一
□
口
一

陛
幽
剛
歴
匪
皿
幽
睡
燭
一
睡
岬
一
轤

呼
罎
碍
罎
．
需
一
禮
・
娼
砺
罎
罎

９
１
１
１
３
７
７
７
－
７
８
－
８
８
８

第
第
環
境
境
環
境
境
庸
境
環
境
麓

ｊ
ｊ
令
函
隷
隷
認
認
識
隷
犠
諦
一
隷
誌
報

オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ
ー
オ
オ
オ
オ
オ

ｌ
く
年
年

軍
瑠
璃
軍
瑠
璃
瑠
璃
瑠
璃
鋼

３
３

８
○

也
生

き
燕
也
也
貴
規
規
也
訪
紀

釦
謙
裕
直
直
由
文
文
直
諏
朋

直
寛

得
号
号
号
号
号
・
号
喜

妬
紹
打
把
．
銅
馴
加
一
恥

１
３
７
７
７
７
８
－
８

第
第
第
第
第
第
第

第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
く
く
く

年
年
年
年
年
隼
年
一
年

隷
隷
隷
詫
隷
諦
諦
需

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3轡9･16

R3･9．16

R3"9．16

R3.9.16

R3．9．17

R3．9．17

R3．9．1．7

R3．9．17

ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｑ
ｑ
■

℃

R3．9．17

R3．9･17

R3･9"17

一÷_ニー
R3．9･17

R3･9"17

一÷_ニー
R3．9･17

決定(棄却）

決定(却下）

第2小法廷 三浦守 I宮崎朋紀 決定(棄却）104 R3．9．17
一

■ |■

香川県

国



日付:令和3年11月4日

ぺ主一ジ： 5/7
既済事件一覧表 集計期間 令和3年9月30日令和3年9月1日～

番号 法廷 主任裁判官主任 査官 事件番号 上告人 備考。 上告受理終局日 終局区分 憲法･少数鯛 被上告人

碍
碍
鍔
蝪
褐
蝪
喝
鴫
碍
瑁
唱
鍔
碍
喝
唱
碍
喝
娼
鍔
号
碍
蝪
瑁

肥
肥
的
鯛
馴
叫
弘
扣
調
開
的
力
卯
酌
卯
盟
卵
的
弘
卵
個
幅
諏

境
環
境
環
境
境
跨
境
環
曉
漂
環
境
境
境
鶴
麓
境
境
漂
漂
環
境

ば
け
は
け
ば
は
け
け
け
ば
け
ば
付
け
け
け
は
は
ば
け
は
ば
け

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令

草野耕一 ｜本條裕|第2小法廷
1－

決定(棄却）105 R3･9．.17 □ |■

106 1第2小法廷|菅野博之神谷厚穀 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□
□
□
｜
□

R3･9"17

R3P9．17

R3･9．17

R3｡9a17

R3b9･17

旦
旦
□
’
０
百

耕一鷹野

砺薊1
1071第2小法廷|草野
108 1第2小法廷|菅野

旭

さっき

~而す陸不蕊
1101第2小法廷

三浦守

草野耕一

家原.尚秀

鷹野旭

''' '第2小法廷|菅野博之森川､さつき
''21第2小法廷|菅野博之船所寛生

R3･9.17 決定(棄却） □｜□

決定(棄却）

決定(棄却）

R3･9｡17

R3･9･21 呂十冑1131第3小法廷 宇賀克也一藤哲志

林道晴 一藤哲志第3小法廷 決定(棄却）
鐸

R3．9．21114 唖市町洞｢|謹睦 □ □

1151第s小法廷|宇賀克也一藤哲志 R3･9･21 決定(棄却） □｜□

第3小法廷 宇賀克也 一藤哲志 決定(棄却）116 R3．9．21 □ |■

,宇賀克也

|宇賀克也
宇賀克也

|宇賀克也

宇賀克也

林道晴

岡村和美

三浦.守

草野耕一

草野耕一

'三浦守

草野耕一

一藤哲志

一藤哲志

一藤哲志

一藤哲志

佐野文規

森川さっき

川崎直也・

中嶌諏訪

能登謙太郎

佐野文規

一藤哲志

中嶌諏訪

野中伸子

貝阿彌亮

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

廷
廷
・
廷
廷
廷

嘩
嘩
嘩
嘩
硫
峰
蠅
峠
椎

法
法
法

小
小
小３
３
３
２
２

謡
謡
霊
譲
蕊
詫
塞
第
露

第
第
第

117

118

119

120

121
ー

122
－

・1.23
-

・124

125
－

126

1127
r可亜
－

i l29

ﾄ而
リ

R3･9･21

R3．9･21

R3．9．21

R3･9･21

R3･9･21

口
一
口
一
口
｜
□
一
口
一
□
｜
ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□
｜
口

□
｜
□
｜
口
亘
口
一
旦
旦
□
｜
□
｜
口
一
口
一
□
’
四
口

’
R3．9．21
－

R3｡9．22

一
》
｜
碑
一
》

４
４
２
２
■
■
。

９
９

■
■
３
３
Ｒ
Ｒ

ロ
言
ロ
言
ロ
言

６
３
８

６
５
９

５
．
６
７

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
隼
年

３
３
３

令
令
令

Ⅱ

匪
庫野

第2小法廷

第2小法廷

守
評

R3．9．24

R3･9･24



日付：令和3年11月4日

ページ： ・6/7
既済事件一覧表 集針期間 令和3年9月1日～ 令和3年9月30日

終局区分 憲法少数備考 上告受理終局日事件 上告人 被上告人番号
決定(棄却）R3･9･24 □

R3･9･24 1決定(却下）
R3･9･24 決定(棄却）

■■

決定(棄却） ■ □R3．9･28

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．9．28

R3．9？28

R3･9･28

R3Q9･28

且
旦
旦
口
互
□
｜
□
｜

則
面
面
コ
ロ
面
亘

’ ’

R3･9･28

一ー一
R3･9"28

R3．9･28

決定(棄却）R3･9･28 □ □

決定(棄却）R3･9･28 ■｜ □
1

1

1

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）
一一一一全一－

決定(棄却）

R3･9･28

R3･9"28

R3･9･28

R3．9．28

ロ
ー
■

但
旧
匝
旧

、

口
一
面

決定(棄却）R3．9．30 □｜□

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．9．30
－

R3．9．30

□
｜
□

□
｜
□

決定(棄却）R3．9画30 □ 巴

R3.9･30 決定(棄却）

R3,9.30 決定(棄却）

R3"9.30 決定(棄却）

R3.9.30 --決定(棄却）

R3･9．30

R3．9･30

－

R3｡9･30

□
一
口
一
口
一
画

□
一
口
一
口
｜
□

h

l

132

133

134

135

136

137

138

， 139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

1491第1小法廷

150.'第1小法廷
0
■

151

1521
153

154

1551

第2小法廷

第2小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

岡村和美 ｜熊谷大輔
菅野博之 ｜船所寛生

N

林道晴

宇賀克也

戸倉三郎佐野文規

長嶺安政

長嶺安政

戸倉三郎

宇賀克也

|宇賀克也
宇賀克也

宇賀克也

林道晴

戸倉三郎

孫阿垂悪

戸倉三郎

山口厚

界徹

山口厚

深山卓也

深山卓也 1本條裕

山口厚

山口厚 I森田亮

山口厚

一藤哲志

中嶌諏訪

能登謙太郎

能登謙太郎

笹本哲朗

熊谷.大輔

笹本哲朗 ’
家原尚秀

大竹敬人

熊谷大輔

熊谷.大輔

佐野文規

斗谷匡志

船所寛生

本條裕

佐野文規

本條裕

家原尚秀

令3年(オ)第931号

令3年(オ)第970号

令3年(オ)第495号

令3年(才)第535号

令3年(オ)第576号

令3年(オ)第715号

令3年(オ)第835号

令3年(オ)第856号

令3年け)第879号

令3年(オ)第894号

令3年(オ)第920号

令3年(オ)第983号

令3年(オ)第987号

令3年(オ境1010号

令3年(オ)第1023号

令3年(オ)第1032号

令3年(オ)第461号

令3年(オ)第519号

令3年(オ)第591号

令3年(オ)第738号

令3年(オ)第754号

令3年(オ)第887号

令3年(オ)第951号

令9年(オ)第994号

－一 一 口－

国立大学法入東北大学

川西市

霧島市：

地方独立行政法人東金
九十九里地域医療センタ
一

国．



日付：令和3年11月4日

ページ： 7/7
既済事件一覧表 集計期間 令和3年9月1日～ 令和3年9月30B

号 法廷 主任裁判官 終局区分

決定(棄却）

決定(棄却)．

憲法1少数

|□|□‘！
L口L口I

査官 事件番号 上告人 被上告人 備考 上告受理終局主任鯛

森川さ

堀内･元

華一菰

番 日

|156第1小法廷|山口厚
1571第1小法廷|山口厚

！ ’

号
号
１
４
５
６
０
０
１
１
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

〈
戸
今
石

R3q9･30

■

R3･9．30
1

国 ’
1

一

』


